
（仮称）郡山市ニコニコ子ども・子育てプラン 修正一覧表（子ども・子育て会議） 
 

素案の

ページ 
修  正  前 修  正  後 

１ 

これにより、郡山市で生まれ育つ子どもたちに、家族や地域社会の中で、明るく健康的に成長できるま

ち、将来に向けて歩み続けていけるまちを目指します。 

 

これにより、郡山市で生まれ育つ一人ひとりの子どもが、家族や地域社会の中で、明るく健康的に成長

できるまち、将来に向けて歩み続けていけるまちの実現目指します。 

 

３ 

住民をはじめ、        学校、事業者、関係団体、行政がそれぞれの立場において、子どもの

育ちと子育て家庭の支援に取り組むための指針となるものです。 

 

住民をはじめ、幼稚園、保育所等、学校、事業者、関係団体、行政がそれぞれの立場において、子ども

の育ちと子育て家庭の支援に取り組むための指針となるものです。 

１３ 

子どもは、社会の希望であり、未来をつくる存在です。子どもの健やかな育ちと子育てを支えることは、

１人ひとりの子どもや保護者の幸せにつながることはもとより、本市の担い手の育成の基礎をなす重要な

未来への投資であり、地域全体で取り組むべき最重要課題の１つです。 

 

子どもは社会の一員として尊重され、良い環境の中で育まれ、成長する存在です。子どもの健やかな育

ちと子育てを支えることは、一人ひとりの子どもや保護者の幸せにつながることはもとより、自主性と社

会性を身につけ主体的に社会の担い手として成長出来るよう、地域全体で取り組むべき最重要課題の１つ

です。 

 

子育てとは本来、子どもに限りない愛情を注ぎ、その存在に感謝し、日々成長する子どもの姿に感動し

て、親も親として成長していくという大きな喜びや生きがいをもたらす尊い営みです。「親が子育てに対

する第一義的責任を有する」という基本的認識を前提とし、自己肯定感を持ちながら子どもと向き合える

環境や支援体制を整え、親としての成長を支援し、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じること

ができるような支援体制を整えます。 

 また、これらの支援により、より良い親子関係を形成していくことは、子どものより良い育ちを実現す

ることにもつながります。 

子育てとは本来、子どもに限りない愛情を注ぎ、その存在に感謝し、日々成長する子どもの姿に感動し

て、親も親として成長していくという大きな喜びや生きがいをもたらす尊い営みです。「親が子育てに対

する第一義的責任を有する」という基本的認識を前提とし、保護者が子育てや子どもの成長に喜びや生き

がいを感じることができるように、自己肯定感を持ちながら子どもと向き合える環境や支援体制を整えま

す。これにより、子どもと親が一緒に育つ「共育」の喜びを感じることができる社会が構築されるものと

考えます。 

 

１８ 

重点施策１ 幼稚園･保育所の保育料の無料化・軽減 

昨今の若年層の所得の低下、消費税率等の負担の上昇等に対し、子育て世代の経済的負担軽減の方策

として、所得制限を設けた上で、保育所・幼稚園の就園児のうち、第１子を対象に保育料の無料化・軽

減を実施します。 

 

 

重点施策１ 幼稚園･保育所の保育料の無料化・軽減 

昨今の若年層の所得の低下、消費税率等の負担の上昇等に対し、子育て世代の経済的負担軽減の方策

として、所得制限を設けた上で、保育所・幼稚園の就園児のうち、第１子を対象に保育料の無料化・軽

減を実施します。 

また、第 2子、第 3子についても、多子世帯等の保育料の軽減や幼稚園就園奨励費補助を行うなど、

負担軽減を図ります。 

 

４１ 

本市では、子育て支援の拠点施設として、郡山市こども総合支援センター「ニコニコこども館」を開設

し、保健・福祉・教育が一体となった総合的な子育て支援を行っているとともに、市内２か所の地域子育

て支援センターにおいても子育てサロンを開設しています。さらに、認可保育所においては、保育所の持

つ子育てに関する専門的な知識や機能を提供しています。。 

本市では、子育て支援の拠点施設として、郡山市こども総合支援センター「ニコニコこども館」を開設

し、保健・福祉・教育が一体となった総合的な子育て支援を行っているとともに、市内２か所の地域子育

て支援センターにおいても子育てサロンを開設しています。さらに、幼稚園や認可保育所等でも、子育て

に関する専門的な知識や機能を提供しています。 

４２ 

（４）保育所の地域活動への参加促進 

地域の子育て家庭に対し、専門的な知識や経験、育児方法を提供するとともに、地域住民が参加で

きる世代間交流事業、地域文化の伝承事業を実施し、地域に開かれ、地域とともに支え合う保育所の

運営を行います。 

 

（４）幼稚園・保育所等における地域活動への参加促進 

地域における子育てを支援するため、子育て家庭に対し、専門的な知識や経験、育児方法を提供す

るとともに、地域住民が参加できる世代間交流事業、地域文化の伝承事業を実施し、地域との連携を

図ります。 

 

資料２－１ 



４３ 

（３）幼稚園･保育所の保育料の負担軽減 

平成 27年度より、所得制限を設けた上で、保育所・幼稚園の就園児のうち、第１子を対象に保育

料の無料化・軽減を実施します。 

そのほか、これまで実施してきた私立幼稚園運営や幼稚園就園奨励費については、「子ども・子育

て支援事業」に基づき、新たな制度において、負担の軽減を図ります。 

（３）幼稚園･保育所の保育料の負担軽減 

平成 27年度より、所得制限を設けた上で、保育所・幼稚園の就園児のうち、第１子を対象に保育

料の無料化・軽減を実施します。 

また、第 2子、第 3子についても、多子世帯等の保育料の軽減や幼稚園就園奨励費補助を行うなど、

負担軽減を図ります。 

 

４７ 

妊娠期、出産期、新生児期及び乳幼児期を通じて母子の健康が確保されるよう、訪問指導や予防接種等

の実施体制の充実、利用者の拡充に向けた事業の広報啓発に努めます。 

 

妊娠期、出産期、新生児期及び乳幼児期を通して母子の健康が確保されるよう、訪問指導や予防接種等

の実施体制の充実、利用者の拡充に向けた事業の広報啓発に努めます。 

 

５１ 

そのような中、乳幼児期からの正しい食事の摂り方や望ましい食習慣の定着、食を通じ豊かな人間性の

形成・家族関係づくりなどを育むため、食育を推進する必要があります。 

 

そのような中、乳幼児期からの正しい食事の摂り方や望ましい食習慣の定着、食を通して豊かな人間性

の形成・家族関係づくりなどを育むため、食育を推進する必要があります。 

 

（１）食に関する学習機会や情報提供への取り組み 

乳幼児期から思春期までの発達段階に応じた食に関する学習機会や情報提供などに取り組みます。 

（１）食に関する学習機会や情報提供への取り組み 

「食」は、心身の健康と豊かな人間性を育む基本であることから、乳幼児期から望ましい食習慣

と食に関する正しい知識を身につけられるよう、幼稚園や保育所、学校、関係団体等と連携しなが

ら、食に関する学習機会や情報提供などに取り組みます。 

 

５３ 

保育所、幼稚園、学校、医療機関などの関係機関や民生・児童委員（主任児童委員）などを通じ、児童

虐待のおそれのある家庭の情報収集に努めるとともに、迅速かつ適切な支援を行うため、郡山市要保護児

童対策地域協議会を活用し児童相談所、警察等との連携強化に努めます。 

 

保育所、幼稚園、学校、医療機関などの関係機関や民生・児童委員（主任児童委員）などを通して、児

童虐待のおそれのある家庭の情報収集に努めるとともに、迅速かつ適切な支援を行うため、郡山市要保護

児童対策地域協議会を活用し児童相談所、警察等との連携強化に努めます。 

５７ 

（３）障がいの早期発見･早期療育 

乳幼児の健康診査や訪問事業において、医師や専門スタッフが子どもの健康・発達状態を確認し、

障がいの早期発見に努めます。 

また、                    相談や情報提供を充実させ、必要に応じ適切な

療育機関との連携を図ります。 

 

（３）障がいの早期発見･早期療育 

乳幼児の健康診査や訪問事業において、医師や専門スタッフが子どもの健康・発達状態を確認し、

障がいの早期発見に努めます。 

また、認可保育所等に臨床心理士を派遣するなど、相談や情報提供を充実させ、必要に応じ適切な

療育機関との連携を図ります。 

 

５８ 

また、育児休業が利用できない職場であったり、子育てしながら就業が継続できないなどといった理由

により、妊娠・出産を機に離職する女性が多くみられます。このような就労と結婚・出産・子育ての二者

択一を解決するためには、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現」とその社会的基盤

となる「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」を車の両輪として、同時並行で推進していくことが必

要であるとされています。 

 

また、育児休業を利用できない職場であったり、子育てしながら就業を継続できないなどといった理由

により、妊娠・出産を機に離職する女性が多くみられます。このような就労と結婚・出産・子育ての二者

択一を解決するためには、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現」とその社会的基盤

となる「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」を車の両輪として、同時並行で推進していくことが必

要であるとされています。 

５９ 

（２）多様な働き方に対応した保育サービスの充実 

認可保育所や認可外保育施設、留守家庭児童会の利用が円滑にできるよう、必要な施設整備を行い

ます。また、            緊急時の対応や一時的に子どもを預けることができるよう、 

        一時預かりやファミリー・サポート・センター事業などの充実に努めます。 

 

（２）多様な働き方に対応した保育サービスの充実 

認可保育所や認可外保育施設、留守家庭児童会の利用が円滑にできるよう、必要な施設整備を行い

ます。また、幼稚園における一時預かりや緊急時の対応や一時的に子どもを預けることができるよう、

保育所等における一時預かりやファミリー・サポート・センター事業などの充実に努めます。 

 

６２ 
このような中、学校は時代を担う子どもたちの知識・技術の確実な習得と思考力、判断力、表現力等の

育成を担い、同時に規範意識や社会性、他人を思いやる心などを身につけ、豊かな人間性を育む場として、

このような中、学校は時代を担う子どもたちの知識・技能の確実な習得と思考力、判断力、表現力等を

育成し、同時に規範意識や社会性、他人を思いやる心などを身につけ、豊かな人間性を育む場として、家



家庭と同時に大きな役割を果たしています。 

 

庭とともに大きな役割を果たしています。 

 

６２ 

（１）特色ある学校づくりと教育活動の推進 

「郡山市教育振興基本計画（2010～2014）」に基づき、確かな学力、豊かな心、健やかな体をバラ

ンスよく育てるとともに、児童生徒の安全・安心の確保や社会情勢の変化に対応できる教育環境づく

りを進めます。 

 

（１）特色ある学校づくりと教育活動の推進 

「郡山市教育振興基本計画（2015～2019）」に基づき、確かな学力、豊かな心、健やかな体をバラ

ンスよく育てるとともに、児童生徒の安全・安心の確保や社会情勢の変化に対応できる教育環境づく

りを進めます。 

 

併せて、子どもに安全で安心な学校施設の適切な整備の推進と耐震化の促進など、安全性の向上、衛生

の確保に努めます。 

 

併せて、すべての子どもにとって安全で安心な学校施設の適切な整備の推進と耐震化の促進など、安全

性の向上、衛生の確保に努めます。 

 

６３ 

（３）幼・保・小の連携の推進 

「小１プロブレム」や発達障がいの可能性があるグレーゾーンの児童などに対応するため、幼稚

園・保育所・小学校等における職員の連携、情報の共有化に努めます。 

 

（３）幼稚園・保育所・小学校の連携の推進 

幼稚園・保育所と小学校との円滑な接続を目的に策定した「スタート・アプローチカリキュラム」

を推進し、職員の連携及び情報の共有化等に努めるとともに、運動能力テストをはじめとする各種

事業についても連携を図り、子どもたちの健やかな成長を支援します。 

 

（５）特別支援教育の充実 

特別な支援を必要とする児童・生徒の円滑な就学支援と相談の充実を図るとともに、障がいをもつ

児童・生徒が身近な地域で、その特性に合った適切な特別支援教育を受けられるよう努めます。 

また、特別支援が必要な、グレーゾーンの児童・生徒の見極めに努めます。 

 

（５）特別支援教育の充実 

特別な支援を必要とする児童・生徒の円滑な就学支援と相談の充実を図るとともに、障がいのあ

る児童・生徒が身近な地域で、その特性に合った適切な特別支援教育を受けられるよう努めます。 

                                   

６４ 

基本施策２ 家庭教育の充実と青少年の健全育成 

核家族化や少子高齢化の進展、地域との結びつきの希薄化、様々なメディアからの過剰な情報、さら

には東日本大震災以降の社会不安や情報の混乱など、子育てしやすい社会環境とはいい難い状況にあり

ます。また、社会全体の規範意識や家庭における教育力の低下による、子どもたちの社会性の欠如や非

行などが問題とされていることから、家庭・        ・学校・地域がそれぞれの役割や責任を

自覚するとともに、連携・協力して家庭教育を支援することが求められています。 

 

基本施策２ 家庭教育の充実と青少年の健全育成 

核家族化や少子高齢化の進展、地域との結びつきの希薄化、様々なメディアからの過剰な情報、さら

には東日本大震災以降の社会不安や情報の混乱など、子育てしやすい社会環境とはいい難い状況にあり

ます。また、社会全体の規範意識や家庭における教育力の低下による、子どもたちの社会性の欠如や非

行などが問題とされていることから、家庭・幼稚園・保育所等・学校・地域がそれぞれの役割や責任を

自覚するとともに、連携・協力して家庭教育を支援することが求められています。 

 

 

 

郡山市子ども・子育て会議委員からの意見一覧 
素案の 

ページ 

委員意見 対応方針 

 

１８ 

 

 

重点施策に「学校教育の充実」を追加してはどうか。 

 

 

郡山市教育振興基本計画において対応を検討 

 

 

６３ 

施策領域５ 子育て支援関連施策（教育・生活環境分野） 

 基本施策１ 学校教育の充実 

 （５）特別支援教育の充実 

 

郡山市教育振興基本計画において対応を検討 



  文書に下記の文書を追記してはどうか。 

 「特別支援教育の担任は、特殊教育の免許を有する教員を配置するように努める」 

 

 

１３ 

 

 

 

基本理念「子どもたちの笑顔があふれるまち こおりやま」は良いと考えるが、これをキャッチフレ 

ーズやスローガン風に（例えば 5・7・5調にするなど）するなど、語呂よく語れるものにしてはど 

うか。 

 

 

検討した結果、基本理念は「子どもたちの笑顔があふれるまち こおりやま」としてまいります。 

  

見えにくいグラフがある。 

 

印刷製本時に対応してまいります。 

 

 

３７ 

施策領域１ 子育て支援 

 基本施策１ 教育・保育事業の充実 

 （５）認可外保育施設の運営等に関する助成 

  子ども・子育て新制度に移行しない幼稚園に関する支援も追記してはどうか。 

  

新制度に移行にない幼稚園については、現行どおり県・市において支援してまいります。 

 

１２ 

 

放課後児童クラブについて、全員、受け入れを行っているとあるが、実態とあっていないのではない

か。 

 

 

「放課後児童クラブが設置してある小学校では、希望者全員の受入を行っています。」と文書を変更 

 

  

出産後、母乳で子どもを育てたいと考える母親が多くいるが、母乳の出が悪かったり、少なかったり

で、授乳をストレスに感じる母親がいる。このような母親に対応するため「乳房マッサージ」などの

事業を実施してはどうか。 

 

 

本年度から実施している「産後ケア事業」において、乳房のケアはもとより、母親の健康状態チャ

ック、子どもの健康状態・体重・栄養等のチェックなどができることになっております。 

 

１６ 

 

区域設定に関して、３区域それぞれに H26年度の就学前児童数・小学生数を記載してはどうか。 

 

 

修正してまいります。 

 

１８ 

 

重点施策に質の高い保育・教育の提供を加えてはどうか。 

 

 

検討してまいります。 

 


